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東京都と小金井市が「都市計画道路の在り方」で意見募集

市内の10本の未整備の都市計画道路、すべて変更・廃止なし

東
京
都
と
小
金
井
市
は
、
７
月
12
日
、
事

業
中
と
優
先
整
備
路
線
に
選
定
し
た
路
線
を

除
く
都
市
計
画
道
路
10
路
線
に
つ
い
て
、
協

議
の
結
果
、
す
べ
て
の
路
線
を
変
更
も
廃
止

も
必
要
な
い
と
し
て
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
意
見
募
集
開
始
を
公
表
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
東
京
都
と
特
別
区
・
26
市
２
町

と
の
間
で
、
「
東
京
に
お
け
る
都
市
計
画
道

路
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
（
案
）
」

と
し
て
、
決
定
し
た
も
の
で
す
。

小
金
井
市
で
は
、
10
路
線
を
検
討
対
象
と

し
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
、
計
画
を
変
更
す

る
必
要
な
し
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
会
で
は
16
日
、
市
の
都
市
計
画
課

の
片
上
係
長
に
面
会
し
、
パ
ブ
コ
メ
の
周
知

方
法
や
期
間
が
短
く
、
道
路
の
必
要
性
に
つ

い
て
検
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て

抗
議
し
、
改
善
を
申
し
入
れ
ま
し
た

小
金
井

市
の
都
市

計
画
道
路
の
地
図
（
平
成
29
年
版
か
ら
引
用
）

を
掲
載
し
ま
す
。

対象とされた路線は次の通りです。
① ３・１・６号線（五日市街道）

② ３・４・４号線（行幸通り・武蔵小金井駅北口から西に延びる道路）

③ ３・４・１号線（連雀通りの西武線から東と新小金井街道から西側）

④ ３・４・３号線（新小金井駅から西に住宅街を貫く）

⑤ ３・４・８号線（東小金井駅東側のけやき通りから南へ新小金井駅までと北

大通りから北へ）

⑥ ３・４・１０号線（東小金井駅南口から南に３・４・３号線まで）

⑦ ３・４・１２号線（図書館本館前の連雀通りから南へと、北大通りから北へ）

⑧ ３・４・１４号線（小金井街道の前原４丁目から南へ）など

⑨ ３・４・１５号線（国分寺市境の南貫井町４丁目から南へ）⑩ ３・４・７

号線（新小金井街道の一部）

⑩ ３・４・７号線（新小金井街道の一部・中央線付近）

都の意見募集は
１２日までです

送り先ＦＡＸ

０３-５３８８-１３５４

小金井市と書いて送って

ください



７
月
23
日
、
甲
州
街
道
と
井
ノ
頭
通
り

か
ら
環
七
の
間
の
約
１
キ
ロ
の
計
画
道
路
。

原
告
側
の
２
人
の
証
人
尋
問
が
あ
り
、
道
路

の
裁
判
で
は
め
ず
ら
し
く
２
時
間
を
超
え
て

行
わ
れ
た
。
小
金
井
か
ら
３
人
が
傍
聴
し
ま

し
た
。借

家
だ
っ
た
原
告
が
都
市
計
画
道
路
と

知
っ
た
の
は
、
建
替
え
と
な
っ
た
隣
家
か
ら

聞
い
て
か
ら
と
の
こ
と
。
そ
の
後
、
所
有
者

の
国
・
管
財
局
か
ら
、
土
地
購
入
を
持
ち
か

け
ら
れ
た
の
で
、
計
画
は
な
く
な
っ
た
と
思

い
購
入
。
そ
の
後
は
区
か
ら
耐
震
審
査
を
進

め
ら
れ
。
耐
震
工
事
必
要
と
判
断
さ
れ
た
の

で
、
６
０
０
万
円
を
か
け
て
工
事
し
た
。

し
か
も
、
計
画
道
路
は
都
の
給
水
所
を
避

け
る
よ
う
に
し
て
曲
が
っ
て
い
る
の
で
建
設

局
局
に
給
水
所
を
通
過
す
る
案
に
変
更
で
き

な
い
か
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
水
道
局
の
管
轄

と
言
っ
て
、
建
設
局
の
職
員
と
一
緒
に
水
道

局
に
交
渉
し

た
。ひ

ど
い
の

は
、
こ
の
交

渉
の
３
日
後

に
、
事
業
認

可
し
た
こ
と
。

だ
ま
さ
れ
た

と
原
告
は
訴

え
ま
し
た
。

７
月
25
日
、
小
平
３
・
２
・
８
号
線
の
控
訴

審
で
東
京
高
裁
（
大
段
裁
判
長
）
は
、
原
告
住

民
の
訴
え
を
退
け
る
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。

判
決
主
文

①
控
訴
人
ら
の
訴
え
を
棄
却
す
る
、

②
裁
判
費
用
は
控
訴
人
ら
の
負
担
と
す
る

訴
訟
団
は
８
月
３
日
に
臨
時
総
会
を
開
き
、

高
裁
に
上
告
す
る
こ
と
を
満
場
一
致
で
決
定

し
ま
し
た
。

総
会
で
、
吉
田
弁
護
士
が
、
地
裁
も
判
断
し

て
い
な
い
と
ん
で
も
な
い
判
決
を
下
し
て
い
る

こ
と
も
指
摘
し
ま
し
た
。

環
境
ア
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
技
術
指
針
に
基

づ
き
、
専
門
家
が
適
切
に
行
な
っ
て
い
る
か
ら

問
題
な
い
と
し
、
交
通
量
に
つ
い
て
も
、
現
実

に
交
通
量
が
減
っ
て
い
る
事
実
に
触
れ
ず
、
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
充
実
す
る
、
交
通
が
円
滑

化
す
る
な
ど
行
政
の
計
画
を
絶
対
視
す
る
判
断

を
し
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
交
通
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
く
交
通
予

測
デ
ー
タ
が
事
業
認
可
の
直
前
に
公
表
さ
れ
た

の
で
、
そ
れ
以
前
の
平
成
17
年
セ
ン
サ
ス
に
基

づ
い
た
将
来
交
通
予
測
が
交
通
量
を
過
大
に
算

出
し
て
い
た
こ
と
は
問
題
な
い
と
判
断
。

居
住
の
権
利
は
基
本
的
人
権
と
い
う
原
告
の

指
摘
に
対
し
、
正
当
な
補
償
が
あ
れ
ば
問
題
な

い
と
し
、
小
平
市
内
で
引
っ
越
し
可
能
と
決
め

つ
け
だ
か
ら
、
金
銭
的
賠
償
で
よ
い
と
し
て
い

る
。

ま
た
、
原
告
と
な
っ
た
の
は
少
数
で
あ
り
、

原
告
以
外
は
反
対
で
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

勝
手
な
判
断
も
。

昭
和
37
年
の
「
都
市
計
画
決
定
」
の
違
法
性

に
つ
い
て
は
、
「
大
東
亜
戦
争
遂
行
の
た
め
、

大
臣
決
裁
・
内
閣
認
可
を
省
略
で
き
る
」
と
い

う
、
「
戦
争
遂
行
の
た
め
」
と
い
う
の
は
目
的

で
な
く
、
動
機
付
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
戦
争

終
わ
っ
た
後
で
も
、
憲
法
上
問
題
な
い
と
、
こ

れ
も
一
審
判
決
で
触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
。

さ
ら
に
、
こ
の
決
裁
書
は
「
局
長
決
裁
」
の

欄
が
局
長
印
で
な
く
、
「
代
決
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、
代
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
い
ず
れ

局
長
が
決
裁
す
る
と
推
認
で
き
、
ま
た
、
局
長

印
が
な
い
と
い
う
瑕
疵
は
長
年

問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か

ら
さ
ほ
ど
重
大
な
瑕
疵
と
言
え

な
い
と
判
断
を
し
ま
し
た
。

た
だ
、
原
告
適
格
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
地
裁
の
判
決
を
否

定
し
な
か
っ
た
の
で
、
原
告
適

格
を
広
く
認
め
た
地
裁
判
決
を

認
め
た
こ
と
と
な
っ
た
。
道
路

か
ら
か
な
り
離
れ
た
５
人
（
１

人
は
２
・
６
ｋ
ｍ
離
れ
た
と
こ

ろ
に
）
の
裁

判
を
受
け
る

権
利
あ
り
と

し
ま
し
た
。

＜前回の世話人会以降の活動経過＞

7月4日 第41回世話人会:会報第40号発行

7月9日 会報第40号を市議会会派・市長に届け

7月12日 東京都が「都市計画道路在り方基本方

針(案)」公表、意見募集（パブコメ）開始

7月14日 共同代表会議（都の在り方案対策）

同 都の意見募集（パブコメ）開始を会員

にメール配信

7月15日 講演「羽村市のまちづくり」に出席

7月16日 小金井市都市整備部面会（在り方で

申し入れ）

同 3･4･11住民の会世話人会

7月23日 世田谷23号線裁判傍聴

7月25日 小平3･2･8号線控訴審判決裁判傍聴

7月30日 大山26号線裁判傍聴

8月1日 赤羽西86号線裁判傍聴

8月3日 小平3･2･8号線訴訟団臨時総会に出席

8月8日 第42回世話人会

＜今後の日程＞

8月12日 都の都市計画在り方基本方針案意見募

集締め切り

9月5日 第43回世話人会

＜これからの他地域の裁判＞

9月9日14時 東京外環道裁判（103号法廷）

9月18日11時30分 東京外環道青梅IC裁判（522

号法廷）

9月18日13時50分 世田谷106号控訴審判決（808

号法廷）

小
平
３
・２
・８
号
線
の
控
訴
審
＝
住
民
の
控
訴
を
棄
却

訴
訟
団
＝
臨
時
総
会
で
最
高
裁
に
上
告
決
定

世
田
谷
放
射
23
号
線
（
松
原
）
の
裁
判

住
民
を
だ
ま
し
た
国
と
東
京
都


